
南砺都市計画用途地域の変更（南砺市決定） 

 都市計画用途地域を次のように変更する。 

種 類 面 積 

建築物の延べ

面積の敷地面

積に対する 

割合 

建築物の建築

面積の敷地面

積に対する 

割合 

外壁の 

後退距離

の限度 

建築物の 

敷地面積の

最低限度 

建築物の

高さの 

限度 
備 考 

第一種低層 

住居専用地域 

小 計 

約 36ha 

約 3.0ha 

約 13ha 

約 52ha 

6/10 以下

8/10 以下

10/10 以下

4/10 以下

5/10 以下

6/10 以下

－ － 10m 4.8%

0.4%

1.7%

6.9%

第一種中高層 

住居専用地域 

小 計 

約 145ha 

約 145ha 

20/10 以下 6/10 以下 － － － 19.0%

第一種 

住居地域 

小 計 

約 294ha 

約 294ha 

20/10 以下 6/10 以下 － － － 38.7%

第二種 

住居地域 

小 計 

約 45ha 

約 45ha 

20/10 以下 6/10 以下 － － －  5.9%

準住居地域 

小 計 

約 22ha 

約 22ha 

20/10 以下 6/10 以下 － － － 2.9%

近隣商業地域 

小 計 

約 63ha 

約 21ha 

約 84ha 

20/10 以下

30/10 以下

8/10 以下

8/10 以下

－ 

－ 

－ 

－ 
－ 

－ 

8.4%

2.7%

11.1%

商 業 地 域

小 計 

約 12ha 

約 12ha 

40/10 以下 8/10 以下 － － － 1.6%

準工業地域 

小 計 

約 54ha 

約 54ha 

20/10 以下 6/10 以下 － － － 7.1%

工業地域 

小 計 

約 38ha 

約 38ha 

20/10 以下 6/10 以下 － － － 5.1%

工業専用地域 

小 計 

約 13ha 

約 13ha 

20/10 以下 6/10 以下 － － － 1.7%

合 計 約 760ha       

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由 
【福光地域荒木地区】 
 都市計画道路荒木下野線の変更に伴い、沿道利用促進のため用途地域を変更するもので
ある。 
【井波地域松島地区】 
 松島浄水場は、施設の老朽化、耐震化対策のため今年度から既存敷地内で更新する計画
である。安全で安定した用水供給を確保するため、浄水場建設に適合する用途地域に変更
するものである。 
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（１）理由書（法第 17 条第１項） 

①地区の概要 

(1) 福光地域荒木地区 

 JR福光駅の東側に位置し、駅前広場周辺は近隣商業地域、駅から離れた所は

第一種中高層住居専用地域が指定されている。JR軌道による東西の分断のため、

市街化が遅れており、開発要望の高い地区である。 

(2) 井波地域松島地区 

 瑞泉寺他寺社仏閣群の背後地として、自然景観の保護を兼ねて第一種低層住

居専用地域が指定されている。 

 今回変更を行う箇所は、砺波広域圏事務組合水道事業所が所有する松島浄水

場敷地及び、主に南砺市が所有する大門川河川公園敷地で、公的な土地である。 

②変更の経緯と必要性 

(1) 福光地域荒木地区 

 （都）荒木下野線の計画線変更に伴い、沿道利用促進のため用途を第一種住

居地域に変更する。 

また（都）荒木下野線の変更に併せ、駅東口駅前広場も変更し、JR 利用者の 

利便性向上のため駅東側にも改札口を設け、P&R 及び K&R 機能を持たせた駅東 

口駅前広場を整備する予定である。また、吉江中学校グランド西側に東部地区 

統合保育園が、平成２８年４月に開園予定であり、（都）荒木小林線から駅東 

口駅前広場への連絡道路も整備予定である。これらの整備により、駅東の近隣 

商業地域の開発需要は高まると想定される。そのため駅西側と整合をとり、容 

積率を 200 から 300 に緩和し都市機能の集積及び土地の高度利用を推進し、魅 

力ある市街地の形成を図るものである。 

(2) 井波地域松島地区 

 松島浄水場は、昭和５１年１１月から南砺市及び砺波市へ用水供給を行って

おり、３７年経過している。また平成１７年に実施した耐震診断では、耐力不

足の診断結果が出ている。そこで老朽化、耐震化対策のため、施設の半分にお

いて既存敷地内で更新する計画を策定し、今年度から工事にかかる予定である。 

しかしながら、現用途では用途不適格となり建築が出来ない。公共性の高い施

設であり、現地からの移転が困難なことも踏まえて、浄水場敷地内を建築可能

な第二種住居地域に変更し、安全で安定した用水供給を図るものである。 

 また、浄水場北側の大門川河川公園敷地も沿道利用の用途である第一種住居

地域に合せて変更する。 
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（３）新旧対照表

種 類 
建築物の 

容積率 

建築物の 

建ぺい率 
用途地域面積 

面積の 

増減 
備考

第一種低層 

住居専用地域 

小計 

6/10 以下

6/10 以下

8/10 以下

8/10 以下

10/10 以下

10/10 以下

4/10 以下

4/10 以下

5/10 以下

5/10 以下

6/10 以下

6/10 以下

井波 約 42.0ha

約 36.4ha

井波 約 3.0ha

約 3.0ha

井波 約 13.0ha

約 13.0ha

 約 58.0ha

 約 52.4ha

約-5.6ha 

約±0ha 

約±0ha 

約-5.6ha 

第一種中高層 

住居専用地域 

小 計 

20/10 以下

20/10 以下

6/10 以下

6/10 以下

城端 約 31.2ha

井波 約 12.0ha

福野 約 20.0ha

福光 約 85.0ha

福光 約 81.5ha

 約 148.2ha

約 144.7ha

約-3.5ha 

約-3.5ha 

第一種住居地域

小 計 

20/10 以下

20/10 以下

6/10 以下

6/10 以下

城端 約 58.0ha

井波 約 76.0ha

井波 約 76.8ha

福野 約 46.0ha

福光 約 109.4ha

福光 約 112.9ha

 約 289.4ha

 約 293.7ha

約+0.8ha 

約+3.5ha 

約+4.3ha 

第二種住居地域

小 計 

20/10 以下

20/10 以下

6/10 以下

6/10 以下

井波 約 2.6ha

井波 約 7.4ha

福野 約 33.0ha

福光 約 4.7ha

 約 40.3ha

約 45.1ha

約+4.8ha 

約+4.8ha 

準住居地域 

小 計 

20/10 以下

20/10 以下

6/10 以下

6/10 以下

城端 約 3.9ha

福野 約 5.2ha

福光 約 13.1ha

 約 22.2ha

約 22.2ha 約±0ha 

赤：変更前 
黒：変更後 
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種 類 
建築物の 

容積率 

建築物の 

建ぺい率 
用途地域面積 

面積の 

増減 
備考

近隣商業地域 

小 計 

20/10 以下

20/10 以下

30/10 以下

30/10 以下

8/10 以下

8/10 以下

8/10 以下

8/10 以下

城端 約 6.0ha 

井波 約 25.0ha 

福野 約 19.0ha 

福光 約 16.0ha 

福光 約 13.4ha 

 約 66.0ha 

約  63.4ha

城端 約 11.0ha 

福光 約 7.2ha 

福光 約 9.8ha 

約 18.2ha 

約 20.8ha

城端 約 17.0ha 

井波 約 25.0ha 

福野 約 19.0ha 

福光 約 23.2ha 

 約 84.2ha 

約 84.2ha 

約-2.6ha 

約-2.6ha 

約+2.6ha 

約+2.6ha 

約±0ha 

商 業 地 域 

小 計 

40/10 以下

40/10 以下

8/10 以下

8/10 以下

福野 約 7.4ha 

福光 約 4.8ha 

 約  12.2ha 

 約 12.2ha 約±0ha 

準 工 業 地 域 

小 計 

20/10 以下

20/10 以下

6/10 以下

6/10 以下

城端 約 32.0ha 

井波 約 8.3ha 

福野 約 12.0ha 

福光 約 1.8ha 

 約 54.1ha 

約 54.1ha 約±0ha 

工 業 地 域 

小 計 

20/10 以下

20/10 以下

6/10 以下

6/10 以下

城端 約 7.4ha 

井波 約 6.0ha 

福野 約 25.0ha 

 約 38.4ha 

約 38.4ha 約±0ha 

工業専用地域 

小 計 

20/10 以下

20/10 以下

6/10 以下

6/10 以下

井波 約 13.0ha 

 約 13.0ha 

約 13.0ha 約±0ha 

合 計 城端 約 149.5ha 

井波 約 200.9ha 

福野 約 167.6ha 

福光 約 242.0ha 

約 760.0ha 約±0ha 

注）規制内容の異なる区分があるときは、それぞれの区分ごとに別行とし、小計する。 

「面積」は小数点以下第１位まで記載する。 

赤：変更前 
黒：変更後 
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南砺都市計画用途地域の変更
（南砺市決定）
総括図（福光地域抜粋）
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（南砺市決定）
総括図（井波地域抜粋）






